
でき、プログラム印刷がなければマシン
が動かないようにすると互換カプセルを
排除できます」。プリンターのカートリッ
ジも、これと同様の「消耗品の高機能化」
により特許保護されている。
利益の源泉を特許で押さえるとオー

プン＆クローズ戦略を採用できる。「例
えばエスプレッソ機の特許・商標と設計
図や製造ノウハウをパッケージでライ
センスし、世界中で多様なマシンを提
供すればカプセルの販売が増えます。
その後にライセンス先を増やしてマシン

価格を下げさせる
と、利益を他社マ
シンから自社カプ
セルに戻すことが
できます。これが
クアルコムなどの
オープン＆クロー
ズ戦略ですね」
（龍華氏）。
特許満了まで

にブランドを浸透
させ、提携先の

特許は利益の源泉を守るべきもの
だ。エスプレッソ機を例に、RYUKA国
際特許事務所（RYUKA）所長の龍華明
裕氏は説明する。
「N社はエスプレッソ機や方法の特許
を多数取得しましたが、コーヒーカプセ
ルの特許が薄くなり互換カプセルが生
まれました。カプセルは消費され続ける
ため、マシン販売より大きな利益を生み
ます。そこで例えば、カプセル表面に、お
湯の温度や抽出時間を制御するプログ
ラムを印刷するとカプセルの特許を強化

ネットワークを構築すると、次世代のカ
プセル規格を定めやすくなり、カプセ
ルを特許で保護し続けられる。「これが
Dolbyなどの規格支配戦略です」（龍
華氏）。このような特許戦略を立てて
初めて、特許出願の内容と出願国が
定まる。
日本企業に休眠特許が多い原因を
龍華氏は指摘する。「経営と知財の乖
離が課題です。『面白い発明だから出
願する』のではなく、その特許を生かす
事業と知財の戦略に沿って出願する必
要があります」。

特許出願は未来への投資だ。市場
で自社の位置をどこに置くか、目的を
定めることで出願投資の最適化が可
能となる。これを実現すべく、RYUKA
は独自の「特許マーケティング」を提唱
する。
「製品をつくる際には、マーケティン
グが行われます。市場規模や成長率、
競合の強みや製品価格などを分析し、
勝てるポジションを想定してから開発
に着手します。特許にも同じプロセス
が必要です。『発明ありき』ではなく、競
合会社間における自社の『特許ポジ

ション』を想定してから出願すべきで
す」（龍華氏）
特許マーケティングでは横軸（自社・

他社の利益）と、縦軸（自社・他社の特
許の強さ）で4つの領域に分けて出願
目的をマッピングする（図1）。
「自社の利益も特許も強い右上の領
域を目指せるなら、他社排除のための
特許群を作ります。強い特許を目指せる
ものの、他社利益の方がはるかに大き
い左上の領域ではライセンスによる金
銭化が視野に入ります。他社利益が大
きく自社特許が弱い左下の領域では、
これらの目的を立てられませんが、少数
の特許を得るだけでもクロス（相互）ラ
イセンスによる防衛を目指せます。自社
利益が大きく、他社特許が強いと見込
まれる場合は訴訟リスクが高まるため、
損害賠償低減に向けた対策が必要で
す。また出願先も重要なポイント。自社
利益が大きい右側の領域では、自社
マーケットへ出願。一方、他社利益が大
きい場合は、他社マーケットに出願する
戦略を立てられます」（龍華氏）
ただし現時点での分類ではない。5
年後、10年後の目標領域を定めること
で、出願目的の変遷を時間軸で表現で

きる（図2）。
「例えば10年後は5年後より他社利
益が大きくなり、他社排除からライセン
スによる金銭化が必要になるといった
動きを図式化できます。この場合は出
願を分割して新たな権利も得るべきで
す。時期ごとに出願目的を変えること
で、特許価値の最大化を図れます」（龍
華氏）
特許マーケティングは経営層、知財

部門、事業部門・研究開発部門の間に
共通言語をもたらす。特許を生かした
経営戦略で持続的に成長できる。

特許マーケティングを、自社の特許と
いかに融合させるか。発明者の暗黙知
から「発明ありき」でない、真に強い権
利を取得すべく、RYUKAは「特許ビ
ジュアライゼーション」※を提供する。
「発明者が、特許マーケット分析に基
づく特許戦略を意識していることはま
れです。そこで特許ビジュアライゼー
ションでは、知財部や事業部と共に、市
場動向、競合の出願状況、技術課題な

どをディスカッションして戦略を共有。
特許戦略に精通した第三者の視点が
入ることで、利益を生む特許の方向性
が見えてきます」と龍華氏は話し、過去
に携わったプロジェクトを紹介する。
「デジタルカメラの要素技術で新規
事業を起こすというものでした。お客様
と議論を重ねる中で、利益の源泉と確
信できる課題にたどり着きました。画像
の解像度が上がるほどデータ量も増大
します。そこでデータ量抑制のために、
顏以外の解像度を落とすという発明が
生まれました。他社排除のため幅広く
特許を取得し、事業売却によりExitに
至りました」
特許マーケティングの活用で、もの

づくりや技術に優れた日本企業のチャ
ンスが広がる。「特許戦略プロフェッ
ショナルとして、日本企業の躍進に貢
献したいと考えています」（龍華氏）。

特許マーケティングで
経営と知財の乖離を解消

発明者の暗黙知から
強い特許を生み出す

RYUKA国際特許事務所 所長 龍華明裕 氏

特許でいかに成長するか。発明の検討だけでは足りない。市場や競合の動向に
よって特許の位置付けが変わるからだ。RYUKA国際特許事務所は特許出願を
「未来への投資」と捉えてビジネス視点を加える。同社が提唱する「特許マーケ
ティング」は出願投資のExitを可視化し、経営層と知財部門の乖離を埋める。

※ 参考：「グローバル特許競争時代を勝ち抜く知財戦略へシフト」 日経ビジネス2024年7月1日号および日経ビジネス電子版Special掲載「広告企画 知財経営戦略特集」所収

選択と集中を可能にする
「特許マーケティング」とは

今の知財には、マーケティングが足りない！？
RYUKA国際特許事務所

●図1 「特許マーケティング」で定める特許の出願目的
利益と特許の強さ、両方のバランスを考慮した4象限のマトリクスで、特許の出願
目的をマッピング。この図式に基づいて次の知財戦略を練る
（出所：龍華明裕氏の資料を基に作成）

●図2 「特許マーケティング」で出願目的の変遷を図式化
競合会社、製品、および時期ごとに出願目的は変化する。競合会社（A・B・C）に対
して製品ごとに5年後、10年後の予測図を作成し、知財戦略に落とし込む
（出所：龍華明裕氏の資料を基に作成）

知財経営戦略特
集広 告 企 画

問い合わせはこちら

事業の保護と創出リーダー
燃える集団として、進化する

弁理士法人RYUKA国際特許事務所
URL：https://www.ryuka.com/jp/
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